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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！
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Ａ社は従業員２００名の製造業である。Ａ社

の従業員Ｂは、仕事を真面目に行わず、上司の

製造課長Ｃに注意されることが多かった。ある

日、上司Ｃが従業員Ｂに対し、勤務態度を注意

したところ、Ｂは「もう会社を辞めます。」と

言った。上司のＣは「それならば退職届を書き

なさい」と言ったところ、Ｂは、退職届（退職

日は同日付）にサインをして、上司Ｃに提出し

退勤した。 

ところが、翌日、Ｂ代理人弁護士Ｄの名前で

「退職の意思表示は撤回するので、復職させよ」

とのＦＡＸが届いた。総務部長Ｅは驚き、上司

Ｃに確認し事情を聞いた。退職は有効に成立し

ているか？ 

今回は、退職の意思表示の撤回を紹介します。

年に一度ほど、このような相談を受けます。意

外に知られていないようですので、ご紹介した

いと思います。 

退職の意思表示には、合意解約の申し込みと

辞職の意思表示の２種類があります。 

合意解約の申し込みはいつでも撤回できます。

辞職の意思表示は撤回できませんが（民法５４

０条２項）、１４日経過後に退職の効力が生じま

す（民法６２７条１項 完全月給制の場合は民

法６２７条２項です）。 

強い決意をもって退職の意思表示をした場合

以外は、退職の意思表示を合意解約の申し込み

と解釈する裁判例が多数です。 

本件では、感情的になり、引き留められた場

合撤回する可能性を残しながら、意思表示をし

たと解釈ができるので、合意解約の申し込みを

したと判断される可能性が高いといえます。 
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退職の意思表示を合意解約の意思表示の場合

と解釈した場合は、使用者が合意解約の意思表

示を承諾することで、合意退職が成立し、労働

者は退職の意思表示を撤回することができなく

なります。 

そうなりますと、本件では、使用者が承諾し

たといえるかが最大の問題となります。 

事例では、Ｃにどこまで退職の意思表示を承

諾する権限があるかどうかが争われることにな

ります。 

人事部長が労働者の退職届を受理した事案に

ついて、使用者の即時承諾の意思表示があった

と判断された裁判例（大隈鐵工所事件 最高裁

昭和６２年９月１８日）、常務取締役（観光部長）

の受理・承諾があったとしても、同人が人事権

を有さない場合には、使用者の承諾の意思表示

があったとは認められないとしたもの（岡山電

気軌道事件岡山地裁平成３年１１月１９日）が

あります。上司であるからといって退職の意思

表示を承諾する権限があるとは限りません。 

従業員２００名の会社の製造課長であれば、

人事権がないとして退職の意思表示を承諾する

権限を有さないと解釈される可能性は高いと思

われます。その場合は、事例では、合意退職は

成立せず、Ｂは退職の意思表示を撤回すること

が可能となります。 

このようなことが起きないようにするために

は、退職届を受理した後すみやかに退職承諾書

を交付することが有効です（別紙）。実際に私が

経験した事例で、この承諾書を渡した後に、従

業員が弁護士に依頼して、退職の意思表示を撤

回してきたことが何度かありましたが、従業員

の方は結果的には退職の意思表示の撤回を諦め

ました。このような場合の文書の効力は絶大な

ものがあります。 

★退職勧奨の限界について（３） 



承諾書 

●殿 

平成 21 年 5 月●日 

● 

代表取締役 ● 

 

平成●年●月●日付貴殿発当社宛退職届記載のとおり貴殿が平成21年●月●日

付で当社を退職されることを、当社として承諾いたします。 

以上 


